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概要



概要（制度説明）
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①【申請・届出】
入力・ファイルの
添付 ②【申請受領】

③【結果通知】④【結果受領】

※令和８年４月１日からは全国の指定権者で原則化となります。

電子申請の利用開始により、新規指定申請、変更届
出等の申請・届出をＷＥＢフォーム上で行うことに
なります。
システムの利用には、「ＧビズＩＤ」によるログイ
ンが必要になります。



概要（制度説明）

•適用される申請の種類は？

•必要な添付書類は？

•各種届出の提出期限は？

•利用開始までのスケジュールは？

•今までどおり紙面での提出は可能か？

•ＧビズＩＤとは？費用はかかるのか？

•利用までの手順、申請の方法は？

（⇒事前準備編、申請編を参照）



概要（制度説明）
•適用される申請の種類は？

事業所の指定、加算等に関する書類

（１）指定関係書類

新規指定申請書、指定更新申請書、廃止・休止届出書

変更届出書、再開届出書、指定辞退届出書

指定介護予防支援委託（変更）の届出書

（２）加算に関する届出関係書類

体制等に係る届出書（加算届出書）

介護職員等処遇改善関係書類



概要（制度説明）
•適用される申請の種類は？

事業所の指定、加算等に関する書類

（３）協力医療機関に関する届出書 等

（適用されない申請等）

業務管理体制届、研修の申込や事故報告等については引き続き

書面、メール、ＦＡＸ等により提出してください。

※適用される申請の種類については、保険者ごとに取扱いが異なりますので、
他の保険者の取り扱いについて適宜ご確認ください。

（参考）届出が必要な事業所
・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護事業所
・（介護予防）認知症対応型共同生活介護事業所



概要（制度説明）

•必要な添付書類は？

これまでどおり

（申請書掲載ページ等をご参照ください）

※電子データでの提出をお願いします。

（紙面の書類はＰＤＦにする等、電子データに変換して

ください）

※登記情報については「登記情報提供サービス」を

利用するか、従来どおり紙媒体

（原本）を提出してください。

みよし広域連合ホームページ「指定申請に係
る各種申請・届出書について」
https://www.miyoshikouiki.jp/docs/2023033
100019/

登記情報提供サービス
https://www1.touki.or.jp/gateway.html
※登録費用、情報ごとの利用料が
それぞれ必要です

https://www.miyoshikouiki.jp/docs/2023033100019/
https://www1.touki.or.jp/gateway.html


概要（制度説明）
•各種届出の提出期限は？

これまでどおり

（参考）

・新規指定申請 ・・・事業開始予定日の前々月の１５日まで

・指定更新申請 ・・・指定有効期限の１ヶ月前まで

・変更届出書 ・・・変更があった日から１０日以内

・再開届出書 ・・・再開後１０日以内

・加算に関する届出・・・算定開始月の前月１５日まで（※の事業所は届出受理日の翌日

（月の初日の場合はその月）から算定）

・協力医療機関に関する届出・・・年度毎に１回（変更があった場合は随時提出）

※認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、

地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護



概要（制度説明）

•利用開始までのスケジュールは？

令和７年１月から利用可能

（令和７年４月１日以降は、原則電子申請による届出を

お願いします）

※原則化後も、当面の間は引き続き紙面等でも提出可能

です。（次ページ参照）

※利用開始時期は、保険者ごとに取扱いが異なりますので、
他の保険者の取り扱いについて適宜ご確認ください。



概要（制度説明）

•今までどおり紙面での提出は可能か？

原則、電子申請による提出をお願いします。

ただし、「やむを得ない事情」がある場合は

従来どおりの提出も可能です。

制度趣旨について、

ご理解ご協力いただきますよう

よろしくお願いいたします。

「窓口に持参したい」
「ＩＣＴに不慣れである」 等
※紙面での提出を制限する予定はあ
りません（当面の間）。

※「やむを得ない事情」について、
理由書等の提出は不要です（当面の
間）。

※紙面での提出可否については、保険者ごとに取扱いが異なり
ますので、他の保険者の取り扱いについて適宜ご確認ください。



概要（ＧビズＩＤについて）

•ＧビズＩＤとは？

法人・個人事業主向け共通認識システム

⇒一つのＩＤ・パスワードで複数の行政サービスにログイン

が可能

利用料金 無料

※「将来にわたって、無料であることをお約束するものでは

ありません。」（ＧビズＩＤホームページより）

行政サービス一覧
（https://gbiz-
id.go.jp/top/service_list/service_list.
html）

https://gbiz-id.go.jp/top/service_list/service_list.html


概要（ＧビズＩＤについて）

アカウント種別 発行方法 ログイン方法
スマートフォン
または携帯電話

ＧビズＩＤエントリー
（今回の申請に利用できません）

審査を行わずオンラインで
発行（即日発行）

ＩＤ・パスワード
のみ

不要

ＧビズＩＤプライム

書類又はオンラインにより
申請⇒審査を行い発行
（書類審査の場合、発行ま
で２週間程度必要） ＩＤ・パスワード

＋所有物認証※
（二段階認証）

※スマートフォン
または携帯電話を
用いた認証

必要

ＧビズＩＤメンバー（アドミン）
※組織の管理者として

ＧビズＩＤプライムが
発行し、アドミン権限
を付与

ＧビズＩＤメンバー
※組織の従業員として

ＧビズＩＤプライムま
たはアドミン権限を保
持しているＧビズメン
バーが発行

•ＧビズＩＤの種類



概要（ＧビズＩＤについて）

アカウント種別 メリット デメリット

ＧビズＩＤエントリー
（今回の申請に利用で
きません）

・審査不要で、即日利用可能

※エントリーからプライムへ、
またはエントリーからメンバーへ
変更可能です

・ＧビズＩＤメンバーの登録（＝複
数のアカウント作成）ができない

・一部の申請（社会保険手続き等）
ができない

ＧビズＩＤプライム

・ＧビズＩＤメンバーの登録により、
複数担当者による届出が可能となる

※一つのアカウントを複数担当者で
使用することは可能です
その場合、適切なアカウント管理を
お願いします

・法人番号が必要
・認証のためにスマートフォンまた
は携帯電話が必要
・ＧビズＩＤメンバー（アドミン）
の登録にはＩＤ利用者のマイナン
バーカードが必要

•エントリーとプライムの違い



事前準備編



事前準備編（ＧビズＩＤの取得について）

ＧビズＩＤ ホームページ
(https://gbiz-id.go.jp)

クリック
または下にスクロール

https://gbiz-id.go.jp/


ＧビズＩＤプライム
書類審査申請

準備物
（個人事業主の方）
・印鑑登録証明書
（法人の方）
・印鑑証明書
・登録印

・申請用端末と
メールアドレス

・ＳＭＳ受信用の
スマートフォン
または携帯電話

ＧビズＩＤプライム
オンライン申請

準備物
・マイナンバーカード

・申請用端末と
メールアドレス

・マイナンバーカードの
読み取りが可能な
スマートフォン

※法人の種別によって、
オンライン申請ができな
い場合があります
（医療法人、社団法人、
社会福祉法人 等）

リンク先に、手順や必要書類が
掲載されているので、参照のうえ、
アカウント作成をお願いします

今回の申請に利用
できません



申請編



申請編

•申請ページＵＲＬ

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei
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※次ページ以降、厚労省の説明文書で操作画面を掲載しています。
注意点等を記載しているので、ご確認ください。



出典：厚生労働省「指定申請等のウェブ入力・電子申請概要に関する説明」（https://www.mhlw.go.jp/content/12300000/000971957.pdf)

操作方法について、
「操作マニュアル（介護事業所向け）
詳細版」があるので、不明点が生じた
場合はご参照ください





新規指定申請を行う場合

更新申請を行う場合

変更届出を行う場合

指定に関するその他届出
を行う場合

加算に関する届出を行う
場合（処遇改善加算に関
する届出を含む）

協力医療機関に関する届
出を行う場合※申請メニューの選択については、保険者ごとに取扱いが異なる場合が

ありますので、他の保険者の取り扱いについて適宜ご確認ください。



区分の選択に注意してください
「居宅施設」「地域密着型」
「基準該当」「総合事業」

※居宅介護支援事業所、介護予防支援
事業所は「地域密着型」を選択してく
ださい



新規指定申請の場合は、必ず事前に相
談をしてください。

それ以外の申請について、チェック欄
が表示される場合は、そのままチェッ
ク☑していただいて差支えありません
（事前相談不要）。

※事前相談の要・不要については保険者ごとに取扱いが異なる場合がありますので、
他の保険者の取り扱いについて適宜ご確認ください。

















登記情報については、前
述のとおり「登記情報提
供サービス」を利用して
提出してください。

※当該サービスの利用に
は料金が発生するため、
紙媒体（原本）による提
出も可能です。

















デモ電子申請届出システム
(https://demo.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shi
nsei/index.php)

操作に不安がある方は事前にデモ環境でお試
しください
※実際の運用と異なる箇所があるため、
参考として利用してください

「ログインアカウントについて」をク
リックすると、デモ環境用のID・パス
ワードが表示されます

https://demo.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/index.php


その他



その他（介護情報基盤の整備について）

参考資料として、今後の制度改正に関する厚生労働省の協議資料
を次ページ以降に掲載します。

（参考資料の主な内容）

・紙によるやり取りからプラットフォームを介した情報共有への

移行

・被保険者証のペーパーレス化

※次ページ以降の資料は、令和６年７月８日開催の「第１１４回
社会保障審議会介護保険部会」の協議資料であり、決定事項では
ありません。



出典：厚生労働省 第１１４回社会保障審議会介護保険部会資料（令和６年７月８日)










